
固定資産評価審査委員会について 

 

固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に不服がある場合、固定資産評価審査委

員会（以下「審査委員会」という。）に審査の申出ができます。審査申出は、固定資産税の

納税通知書を受け取った日以後３か月以内に行うことができます。 

審査委員会に審査申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。 

※価格以外（課税標準、税額等）への不服については、市長に対し『行政不服審査法第

２条に規定する審査請求』をもって主張することになります。 

審査の流れ 

審査申出人  審査委員会  市長 

     

 
（令和３年４月固定資産評価審査委員会作成） 

審査申出書 形式審査（審査委員会事務局） 

記載事項に不備がないか、審査対象

外の事項がないか等を審査する。 

 

 

 

不備があれば 
補 正 命 令 

弁明書 
提出要求 

初回審理 

審査委員会を開催し、審査申出人の

主張を整理する。 

※そのため、市長から弁明書が送付

されるまでに時間を要する場合があ

ります。 

反論書 

弁明書に反論がある

場合に提出する。 

 

口頭意見陳述（申出人の希望により実施） 

委員会審査 

弁明書 
送 付 

反論書 
提 出 

決 定 

棄却又は認容 

決定書 
送 付 

反論書 
送 付 

弁明書 
提 出 

決定書 
送 付 

弁明書 

不服に対して、評価

の内容等を説明す

る。 

書面審理 

書面でのやりとりを行い、主張、

争点、事実関係を明らかにし、審

理を行う。 

却 下 

・審査申出期間経過したとき 

・審査申出事項以外のとき 

・補正命令に応じなかったとき 

・審査申出事項が消滅したとき 

審査申出書 
副本送付 

正副２通 
提出 


